
 ケアプラン点検支援事業について【福島県国保連】 

 概要 

〇ケアプラン点検は、国の「『介護給付適正化計画』に関する指針」において、介護給付適正化

主要３事業の一つとして、全ての保険者において実施すること（実施率 100％）を目指し、取 

組みの重点化を図ると示されている。 

〇介護保険インセンティブ交付金において、ケアプラン点検の実施及び実施割合が評価指標とな 

っている。 

〇しかし、福島県市町村においてはケアプラン点検の実施に当たってマンパワー不足や専門職の 

確保が困難であること等の理由から、十分に取り組めていない市町村が多い現状がある。 

〇本会の実施する事業は、県内市町村の状況を踏まえ令和７年度より受託しており、点検の対象 

とするケアプランの選定及び取り寄せ、書面点検、実地面談の一連の業務を包括的に実施する。 

 

 実施状況 

〇体制 

事務職員 ２名 介護支援専門員 ２名 

※書面点検のみ福島県介護支援専門員協会へ再委託 

〇受託状況（令和７年度） 

①受託市町村数 28 市町村 

②点検件数 書面点検 400 件（予定） ※1 市町村あたり３～40 件 

実地面談 50 事業所（予定） 

 〇事業スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 効果 

〇本年度より開始の事業で事業実施途中であることからも、効果検証はできていないが、事業実 

施後の市町村及び事業所からの反応はおおむね良好であった。今年度委託した市町村へは事業 

終了後にアンケート調査を実施しており、調査結果を踏まえて次年度以降の事業がさらに効果 

的なものとなるよう検討していきたい。 
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